
○
電
気
通
信
番
号
規
則
（
平
成
九
年
郵
政
省
令
第
八
十
二
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
新
旧
対
照
表

（
傍
線
部
分
又
は
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
識
別
す
る
た
め
の
電
気
通
信
番
号
）

（
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
識
別
す
る
た
め
の
電
気
通
信
番
号
）

第
九
条

端
末
系
伝
送
路
設
備
（
第
十
二
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を

識
別
す
る
た
め
の
電
気
通
信
番
号
（
第
十
条
の
電
気
通
信
番
号
を
除
く
。
）

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
九
条

端
末
系
伝
送
路
設
備
（
第
十
二
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を

識
別
す
る
た
め
の
電
気
通
信
番
号
（
第
十
条
の
電
気
通
信
番
号
を
除
く
。
）

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
（
そ
の
一
端
が
特
定
の
場
所
に
設
置
さ
れ
る

利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
に
接
続
さ
れ
る
伝
送
路
設
備
で
あ
っ
て
、
次
号

に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
無
線
呼
出
し
の
役
務
に
係
る
端
末
系

伝
送
路
設
備
（
第
四
号
の
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
除
く
。
）
を
識
別
す
る

た
め
の
電
気
通
信
番
号
は
、
総
務
大
臣
が
市
町
村
等
の
区
域
を
勘
案
し
て

別
に
告
示
す
る
電
気
通
信
番
号
と
す
る
。
た
だ
し
、
固
定
端
末
系
伝
送
路

設
備
に
お
い
て
、
別
に
告
示
す
る
電
気
通
信
番
号
に
よ
る
こ
と
が
著
し
く

困
難
で
あ
る
と
総
務
大
臣
が
認
め
る
と
き
は
、
他
の
電
気
通
信
番
号
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

一

固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
（
そ
の
一
端
が
特
定
の
場
所
に
設
置
さ
れ
る

利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
に
接
続
さ
れ
る
伝
送
路
設
備
で
あ
っ
て
、
次
号

に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
無
線
呼
出
し
の
役
務
に
係
る
端
末
系

伝
送
路
設
備
（
第
五
号
の
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
除
く
。
）
を
識
別
す
る

た
め
の
電
気
通
信
番
号
は
、
総
務
大
臣
が
市
町
村
等
の
区
域
を
勘
案
し
て

別
に
告
示
す
る
電
気
通
信
番
号
と
す
る
。
た
だ
し
、
固
定
端
末
系
伝
送
路

設
備
に
お
い
て
、
別
に
告
示
す
る
電
気
通
信
番
号
に
よ
る
こ
と
が
著
し
く

困
難
で
あ
る
と
総
務
大
臣
が
認
め
る
と
き
は
、
他
の
電
気
通
信
番
号
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

二

（
略
）

二

（
略
）

三

携
帯
電
話
又
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
に
係
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
（
次
号
に
規
定
す

る
も
の
を
除
く
。
）
を
識
別
す
る
た
め
の
電
気
通
信
番
号
は
、
別
表
第
一

第
六
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

三

携
帯
電
話
又
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
に
係
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
識
別
す
る
た
め

の
電
気
通
信
番
号
は
、
別
表
第
一
第
六
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

三
の
二

携
帯
電
話
又
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
に
係
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
（
主
と
し
て

デ
ー
タ
伝
送
役
務
の
用
に
供
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
総
務
大
臣
が
別
に
告

示
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
識
別
す
る
た
め
の
電
気
通
信
番
号
は
、
別
表



 

第
一
第
六
号
の
二
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

四 
無
線
呼
出
し
の
役
務
（
当
該
役
務
に
係
る
料
金
を
発
信
側
の
者
が
負
担

す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
識
別
す
る
た
め
の

電
気
通
信
番
号
は
、
別
表
第
一
第
七
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

四 

無
線
呼
出
し
の
役
務
（
当
該
役
務
に
係
る
料
金
を
発
信
側
の
者
が
負
担

す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
識
別
す
る
た
め
の

電
気
通
信
番
号
は
、
別
表
第
一
第
七
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

五 

（
略
） 

 

五 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 
 

別
表
第
一
 

別
表
第
一
 

 
第
一
号
～
第
五

号
 
（
略
）
 

第
一
号
～
第
五
号
 
（
略
）
 

第
六
号
（
第
９

条
第
１
項
第
３
号
関
係
）
 

 
第
六
号
（
第
９
条
第
１
項
第
３
号
関
係
）
 

 7
0
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｊ
Ｋ
（
Ｃ
は
０
を
除
く
。
）
、
8
0
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｊ
Ｋ

（
Ｃ
は
０
を
除
く
。
）
又
は
9
0
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｊ
Ｋ
（
Ｃ
は
０
を
除

く
。
）
 

た
だ
し
、
Ｃ
Ｄ
Ｅ
は
、
総
務
大
臣
の
指
定
に
よ
り
第
５
条
第
１
項
の
電
気

通
信
事
業
者
ご
と
に
定
め
ら
れ
る
数
字
と
す
る
。
 

  
7
0
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｊ
Ｋ
（
Ｃ
は
０
を
除
く
。
）
、
8
0
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｊ
Ｋ

（
Ｃ
は
０
を
除
く
。
）
又
は
9
0
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｊ
Ｋ
（
Ｃ
は
０
を
除

く
。
）
 

た
だ
し
、
Ｃ
Ｄ
Ｅ
は
、
総
務
大
臣
の
指
定
に
よ
り
第
５
条
第
１
項
の
電
気

通
信
事
業
者
ご
と
に
定
め
ら
れ
る
数
字
と
す
る
。
 

 

注
 
英
字
は
、

十
進
数
字
と
す
る
。
 

注
 
英
字
は
、
十
進
数
字
と
す
る
。
 

第
六
号
の
二
（

第
９
条
第
１
項
第
３
号
の
２
関
係
）
 

 
 

 2
0
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｊ
Ｋ
（
Ｃ
は
０
及
び
４
を
除
く
。
）
 

た
だ
し
、
Ｃ
Ｄ
Ｅ
は
、
総
務
大
臣
の
指
定
に
よ
り
第
５
条
第
１
項
の
電
気

通
信
事
業
者
ご
と
に
定
め
ら
れ
る
数
字
と
す
る
。
 

  
 

 

注
 
英
字
は
、

十
進
数
字
と
す
る
。
 

 

第
七
号
（
第
９

条
第
１
項
第
４
号
関
係
）
 

 
第
七
号
（
第
９
条
第
１
項
第
４
号
関
係
）
 

 2
0
4
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｊ
Ｋ
 

た
だ
し
、
Ｄ
Ｅ
は
、
総
務
大
臣
の
指
定
に
よ
り
第
５
条
第
１
項
の
電
気
通

  
2
0
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｊ
Ｋ
（
Ｃ
は
０
を
除
く
。
）
 

た
だ
し
、
Ｃ
Ｄ
Ｅ
は
、
総
務
大
臣
の
指
定
に
よ
り
第
５
条
第
１
項
の
電
気

 



 

信
事
業
者
ご
と
に
定
め
ら
れ
る
数
字
と
す
る
。
 

通
信
事
業
者
ご
と
に
定
め
ら
れ
る
数
字
と
す
る
。
 

注
 
英
字
は
、

十
進
数
字
と
す
る
。
 

注
 
英
字
は
、
十
進
数
字
と
す
る
。
 

 
第
八
号
～
第
十

三
号
 
（
略
）
 

 
第
八
号
～
第
十
三
号
 
（
略
）
 

 
 

別
表
第
二
（
第
1
5
条
第
２
項
関
係
）
 

別
表
第
二
（
第
1
5
条
第
２
項
関
係
）
 

 
電
気
通
信
番
号
の

種
別
 

要
件
 

 
 

電
気
通
信
番
号
の

種
別
 

要
件
 

 

 
１
～
６
 
（
略
）
 

（
略
）
 

 
 

１
～
６
 
（
略
）
 

（
略
）
 

 

 
７
 
第
９
条
第
１

項
第
３
号
に
規

定
す
る
も
の
 

１
 
電
波
法
施
行
規
則
第
４
条
第
１
項
第
６
号
に

規
定
す
る
基
地
局
の
無
線
局
免
許
を
有
す
る
電

気
通
信
事
業
者
で
あ
る
こ
と
。
 

２
 
直
接
又
は
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
網
（
当

該
網
に
係
る
当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通

信
回
線
設
備
に
つ
い
て
、
第
９
条
第
１
項
第
３

号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
を
用
い
て
電
気

通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
設
備
に
適
用

さ
れ
る
事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
自
己
確
認
が

行
わ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
介
し
て
第

一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
網
間
信
号
接
続
を

行
う
こ
と
（
た
だ
し
、
総
務
大
臣
が
特
に
認
め

る
場
合
を
除
く
。
）
。
 

３
 
緊
急
通
報
が
利
用
可
能
で
あ
る
こ
と
（
た
だ

し
、
総
務
大
臣
が
特
に
認
め
る
場
合
を
除

く
。
）
。
 

 
 

７
 
第
９
条
第
１

項
第
３
号
に
規

定
す
る
も
の
 

１
 
電
波
法
施
行
規
則
第
４
条
第
１
項
第
６
号
に

規
定
す
る
基
地
局
の
無
線
局
免
許
を
有
す
る
電

気
通
信
事
業
者
で
あ
る
こ
と
。
 

２
 
直
接
又
は
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
網
（
当

該
網
に
係
る
当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通

信
回
線
設
備
に
つ
い
て
、
第
９
条
第
１
項
第
３

号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
を
用
い
て
電
気

通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
設
備
に
適
用

さ
れ
る
事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
自
己
確
認
が

行
わ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
介
し
て
第

一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
網
間
信
号
接
続
を

行
う
こ
と
（
た
だ
し
、
総
務
大
臣
が
特
に
認
め

る
場
合
を
除
く
。
）
。
 

３
 
緊
急
通
報
が
利
用
可
能
で
あ
る
こ
と
（
た
だ

し
、
総
務
大
臣
が
特
に
認
め
る
場
合
を
除

く
。
）
。
 

 



  
８
 
第
９
条
第
１

項
第
３
号
の
２

に
規
定
す
る
も

の
 

１
 
電
波
法
施
行
規
則
第
４
条
第
１
項
第
６
号
に

規
定
す
る
基
地
局
の
無
線
局
免
許
を
有
す
る
電

気
通
信
事
業
者
で
あ
る
こ
と
。
 

２
 
直
接
又
は
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
網
を
介

し
て
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
間
で
第

９
条
第
１
項
第
３
号
の
２
に
規
定
す
る
電
気
通

信
番
号
に
係
る
呼
の
接
続
を
行
わ
な
い
こ
と
。
 

 
 

 
 

 

 
９
 
第
９
条
第
１

項
第
４
号
に
規

定
す
る
も
の
 

１
 
電
波
法
施
行
規
則
第
４
条
第
１
項
第
７
号
の

２
に
規
定
す
る
無
線
呼
出
局
の
無
線
局
免
許
を

有
す
る
電
気
通
信
事
業
者
で
あ
る
こ
と
。
 

２
 
直
接
又
は
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
網
を
介

し
て
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
網
間
信
号

接
続
を
行
う
こ
と
（
た
だ
し
、
総
務
大
臣
が
特

に
認
め
る
場
合
を
除
く
。
）
。
 

 
 

８
 
第
９
条
第
１

項
第
４
号
に
規

定
す
る
も
の
 

１
 
電
波
法
施
行
規
則
第
４
条
第
１
項
第
７
号
の

２
に
規
定
す
る
無
線
呼
出
局
の
無
線
局
免
許
を

有
す
る
電
気
通
信
事
業
者
で
あ
る
こ
と
。
 

２
 
直
接
又
は
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
網
を
介

し
て
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
網
間
信
号

接
続
を
行
う
こ
と
（
た
だ
し
、
総
務
大
臣
が
特

に
認
め
る
場
合
を
除
く
。
）
。
 

 

 
1
0
 
第
９
条
第
１

項
第
５
号
に
規

定
す
る
も
の
 

（
略
）
 

 
 

９
 
第
９
条
第
１

項
第
５
号
に
規

定
す
る
も
の
 

（
略
）
 

 

 
1
1
 
第
1
0
条
第
１

項
第
１
号
に
規

定
す
る
も
の
 

（
略
）
 

 
 

1
0
 
第
1
0
条
第
１

項
第
１
号
に
規

定
す
る
も
の
 

（
略
）
 

 

 
1
2
 
第
1
0
条
第
１

項
第
２
号
に
規

定
す
る
も
の
 

（
略
）
 

 
 

1
1
 
第
1
0
条
第
１

項
第
２
号
に
規

定
す
る
も
の
 

（
略
）
 

 

 
1
3
 
第
1
0
条
第
１

（
略
）
 

 
 

1
2
 
第
1
0
条
第
１

（
略
）
 

 



 

項
第
３
号
に
規

定
す
る
も
の
 

項
第
３
号
に
規

定
す
る
も
の
 

 
1
4
 
第
1
2
条
に
規

定
す
る
も
の
 

（
略
）
 

 
 

1
3
 
第
1
2
条
に
規

定
す
る
も
の
 

（
略
）
 

 

 
1
5
 
第
1
3
条
に
規

定
す
る
も
の
 

（
略
）
 

 
 

1
4
 
第
1
3
条
に
規

定
す
る
も
の
 

（
略
）
 

 

 
注
１
～
４
 
（

略
）
 

 
注
１
～
４
 
（
略
）
 

 
 

  
 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
指
定
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
通
信
番
号
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
第
三

号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
に
つ
い
て
は
、
旧
規
則
の
規
定
は
当
分
の
間
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。 



 

○
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
郵
政
省
令
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
新
旧
対
照
表 

 
 
 
 
 
 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

行 

 
 

様
式
第
2
8（

第
８
条
関

係
）
 

様
式
第
2
8（

第
８
条
関
係
）
 

第
１
表

 
（
略
）
 

第
１
表
 
（
略
）
 

第
２
表
 

第
２
表
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

電
気
通

信
番

号
の

使
用

状
況
報

告
（
０
Ａ
Ｂ
～
Ｊ
番
号
以
外
）
 

 
 

 
 

電
気
通
信
番
号
の
使
用
状
況
報
告
（
０
Ａ
Ｂ
～
Ｊ
番
号
以
外
）
 

 
 

 
 

年
３
月
3
1日

現
在
 
 

 
 

 
年
３
月
3
1日

現
在
 
 

 

 
 

事
業
者
名
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
事
業
者
名
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

電
気
通
信
番

号
の
種
別
 

番
号

使
用
数
 

番
号
未

使
用
数
 

番
号

休
止
数
 

番
号
ポ
ー

タ
ビ
リ
テ

ィ
に
係
る

番
号
使
用

数
 

Ｆ
Ｍ
Ｃ
サ

ー
ビ
ス
に

係
る
番
号

使
用
数
 

 
 

 
 

電
気
通
信
番

号
の
種
別
 

番
号

使
用
数
 

番
号
未

使
用
数
 

番
号

休
止
数
 

番
号
ポ
ー

タ
ビ
リ
テ

ィ
に
係
る

番
号
使
用

数
 

Ｆ
Ｍ
Ｃ
サ

ー
ビ
ス
に

係
る
番
号

使
用
数
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

合
計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
合

計
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
注
１
 
電
気
通
信
番

号
規
則

第
９

条
第

１
項

第
２
号
か
ら
第
５
号
ま
で
及
び
第
1
0条

第
１

項
各
号
に
規
定
す

る
電

気
通
信

番
号

に
つ

い
て

記
載
す
る
こ
と
。
 

 
注
１
 
電
気
通
信
番
号
規
則

第
９
条
第
１
項
第
２
号
か
ら
第
５
号
ま
で
及
び
第
1
0条

第
１

項
各
号
に
規
定
す
る
電

気
通
信
番
号
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。
 

 
 
２
 
「
電
気
通
信

番
号
の

種
別

」
の

欄
は

、
「
0
7
0／

0
8
0
／
0
9
0」

、
「
0
2
0Ｃ

」

（
電
気
通
信

番
号

規
則

第
９
条

第
１

項
第
３
号
の
２
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番

号
）
、
「
02
0
4」

（
電

気
通
信

番
号

規
則

第
９
条
第
１
項
第
４
号
に
規
定
す
る
電

 
 
２
 
「
電
気
通
信
番
号
の
種
別
」
の
欄
は
、
「
0
7
0／

0
8
0
／
0
9
0」

、
「
0
2
0」

、

「
8
8
1」

、
「
0
91
」
、
「
06
0」

、
「
0
5
0」

又
は
「
0
Ａ
Ｂ
0」

を
記
載
す
る
こ
と
。
 



 

気
通
信
番
号
）
、
「
88
1
」
、
「
0
9
1」

、
「
0
60
」
、
「
05
0」

又
は
「
0Ａ

Ｂ
0 」

を
記
載
す
る

こ
と
。
 

３
～
８

 
（
略
）
 

３
～
８
 
（
略
）
 

第
３
表
 
（
略
）
 

第
３
表
 
（
略
）
 

 
 

様
式
第
2
9（

第
９
条
関

係
）
 

様
式
第
2
9（

第
９
条
関
係
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

電
気
通

信
番

号
の

使
用

状
況
報
告
等
 

 
 

 
 

電
気
通
信
番
号
の
使
用
状
況
報
告
等
 

 
 

 
 

年
 
 
月
末
現
在
 
 

 
 

 
年
 
 
月
末
現
在
 
 

 

 
 

事
業
者
名
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
事
業
者
名
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

電
気
通
信
番

号
の
種
別
 

電
気
通
信

番
号
 

自
社
が

指
定

を
受

け
た
電

気
通

信
番

号
 

他
事
業
者
が

指
定
を
受
け

た
電
気
通
信

番
号
 

(4) 
算
定

対
象
電

気
通
信

番
号
数
 

(1)－
(2)

＋
(3) 

 
 

 
 

電
気
通
信
番

号
の
種
別
 

電
気
通
信

番
号
 

 

自
社
が
指
定
を
受

け
た
電
気
通
信
番

号
 

他
事
業
者
が

指
定
を
受
け

た
電
気
通
信

番
号
 

(4) 
算
定

対
象
電

気
通
信

番
号
数
 

(1)－
(2)

＋
(3) 

 
 

 
 

(1) 
番
号

使
用
数
 

(3) 
番

号
ポ

ー
タ

ビ
リ

テ
ィ

に
よ

り
自

社
の

最
終

利
用

者
に

用
い

ら
れ

て
い

る
も
の
 

 
 

 
 

(1) 
番
号
使
用
数
 

(3) 
番
号
ポ

ー
タ
ビ
リ

テ
ィ
に
よ

り
自
社
の

最
終
利
用

者
に
用
い

ら
れ
て
い

る
も
の
 

 
 

 
 

 
(2) 

う
ち

呼

転
送
機

能
等

に
よ
り

最
終

利
用
者

に
見

え
な
い

形
で

用
い
ら

れ
て

い
る
も
の
 

 
 

 
 

 
(2) 

う
ち
呼

転
送
機
能
等

に
よ
り
最
終

利
用
者
に
見

え
な
い
形
で

用
い
ら
れ
て

い
る
も
の
 

 
 

 
 

１
～
４

 

（
略
）
 

（
略
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

１
～
４

（
略
）
 

（
略
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

５
 
電
気
通

信
番
号
規

則
第
９
条

7
0
、
80
又

は
9
0か

ら

始
ま
る
電

 
 

 
 

 
 

 
 

５
 
電
気
通

信
番
号
規

則
第
９
条

7
0
、
80
又

は
9
0か

ら

始
ま
る
電

 
 

 
 

 
 



 

第
１
項
第

３
号
の
電

気
通
信
番

号
 

気
通
信
番

号
 

第
１
項
第

３
号
の
電

気
通
信
番

号
 

気
通
信
番

号
 

 
 

６
 
電
気
通

信
番
号
規

則
第
９
条

第
１
項

第

４
号
の
電

気
通
信
番

号
 

2
0
4 か

ら

始
ま
る
電

気
通
信
番

号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

６
 
電
気
通

信
番
号
規

則
第
９
条

第
１
項
第

４
号
の
電

気
通
信
番

号
 

2
0 か

ら
始

ま
る
電
気

通
信
番
号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

７
～
10
 

（
略
）
 

（
略
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

７
～
10
 

（
略
）
 

（
略
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

合
計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

合
計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

注
１
～
５
 
（
略

）
 

注
１
～
５
 
（
略
）
 

 
 

  
 
 

附 

則 

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



 

○
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
交
付
金
及
び
負
担
金
算
定
等
規
則
（
平
成
十
四
年
総
務
省
令
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
新
旧
対
照
表 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

行 

 
 

別
表
第
1
1
（
第
2
5
条
関
係
）
 

別
表
第
1
1
（
第
2
5
条
関
係
）
 

 
電
気
通
信
番
号
の
種
別
 

対
象
と
な
る
電
気
通
信
番
号
 

 
 

電
気
通
信

番
号
の
種
別
 

対
象
と
な
る
電
気
通
信
番
号
 

 

 
１
～
４
 
（
略
）
 

（
略
）
 

 
 

１
～
４
 
（
略
）
 

（
略
）
 

 

 
５
 
電
気
通
信
番
号
規
則
第
９
条

第
１
項
第
３
号
に
規
定
す
る
電

気
通
信
番
号
 

7
0
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｊ
Ｋ
、
8
0
Ｃ
Ｄ

Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｊ
Ｋ
又
は
9
0
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ

Ｇ
Ｈ
Ｊ
Ｋ
 

 
 

５
 
電
気
通
信
番
号
規
則
第
９
条

第
１
項
第
３
号
に
規
定
す
る
電

気
通
信
番
号
 

7
0
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｊ
Ｋ
、
8
0
Ｃ
Ｄ

Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｊ
Ｋ
又
は
9
0
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ

Ｇ
Ｈ
Ｊ
Ｋ
 

 

 
６
 
電
気
通
信
番
号
規
則
第
９
条

第
１
項
第
４
号
に
規
定
す
る
電

気
通
信
番
号
 

2
0
4
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｊ
Ｋ
 

 
 

６
 
電
気
通
信
番
号
規
則
第
９
条

第
１
項
第
４
号
に
規
定
す
る
電

気
通
信
番
号
 

2
0
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｊ
Ｋ
 

 

 
７
～
1
0
 
（
略
）
 

（
略
）
 

 
 

７
～
1
0
 
（
略
）
 

（
略
）
 

 

注
１
～
注
２
 

（
略
）
 

注
１
～
注
２
 
（
略
）
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則 

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
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